
~ 1 ~

佐世保市水道工事施工管理基準書

平成２１年 ４月 初 版

平成３１年 ４月 第三版

佐世保市水道局



~ 2 ~

目  次

１ 水道工事施工管理基準（総則）------------------------------------------------ ３

（１）  目  的--------------------------------------------------------------- ３

（２） 適用範囲--------------------------------------------------------------- ３

（３） 構  成--------------------------------------------------------------- ３

（４） 管理の実施------------------------------------------------------------- ３

（５） 工程管理--------------------------------------------------------------- ３

（６） 出来形管理------------------------------------------------------------- ３

（７） 品質管理--------------------------------------------------------------- ４

（８） 規 格 値--------------------------------------------------------------- ４

（９）  是正処置--------------------------------------------------------------- ４

（10） 合格判定--------------------------------------------------------------- ４

２ 出来形管理基準--------------------------------------------------------------４

（１） 出来形管理基準適用の留意点--------------------------------------------- ４

（２） 各工種及び測定項目等--------------------------------------------------- ４

  ア 共通項目（床掘工・基礎工）--------------------------------------------- ５

  イ 新設管布設工（布設・管防護工）----------------------------------------- ５

  ウ 各種弁室築造工（消火栓・小型仕切弁・空気弁室・仕切弁室）--------------- ６

  エ 塗膜装工事（ジョイントコート・エポキシ樹脂）--------------------------- ７

  オ 水道施設構造物工事（各種）--------------------------------------------- ７

  カ 水管橋工事（各種）----------------------------------------------------- 10

３ 品質管理基準----------------------------------------------------------------１２

（１） 品質管理基準適用の留意点----------------------------------------------- 12

（２） 各工種及び試験（測定）項目等------------------------------------------- 12

  ア 配管材料（鋳鉄管・鋼管・弁類等・その他）------------------------------ １３

  イ 配管（各種管の接合・管の溶接）---------------------------------------- １５

４ 工事写真撮影基準------------------------------------------------------------１９

（１） 工事写真撮影基準------------------------------------------------------- 19

（２） 撮影の要点------------------------------------------------------------- 20

（３） 写真の整理------------------------------------------------------------- 20

（４） 撮影箇所一覧表--------------------------------------------------------- 21

  ① 施工前及び完成写真-------- 22 ② 出来形管理写真-------------------- 22

  ③ 材料検査写真-------------- 26 ④ 品質管理写真---------------------- 26

  ⑤ 安全管理写真-------------- 27 ⑥ その他写真------------------------ 27

（５） 写真撮影方法（例）----------------------------------------------------- 27

５ 通水試験--------------------------------------------------------------------３３

（１） 試験の方法------------------------------------------------------------- 33

（２） 水圧試験--------------------------------------------------------------- 33

（３） 漏水箇所の探知と補修--------------------------------------------------- 33

６ 関係書類の提出--------------------------------------------------------------３３

朱書きは、今回の改定箇所を表す。

《表紙含む 全３４ページ》



~ 3 ~

１ 水道工事施工管理基準

（総 則）

  この水道工事施工管理基準は、佐世保市水道工事標準仕様書 共通編１．４（工事施工）

に規定する施工管理について、その基準を定めるものである。

（１）目  的

  この基準は、請負工事による水道工事の施工管理の方法について定め、契約図書に定められ

た工期・工事目的物の出来形及び品質規格等の確保を図ることを目的とする。

（２）適用範囲

ア  この基準は、佐世保市水道局発注の水道工事（年間単価契約工事は、その一部を準用

する。）に適用する。ただし、請負工事の種類・規模・施工条件等により、この基準によ

りがたい場合は、監督員の承諾を得て他の方法によることができる。

イ  道路復旧等の施工管理は、各道路管理者等の定める基準によらなければならない。

（３）構  成

      施 工 管 理     ①工程管理 ②出来形管理 ③品質管理 ④安全管理

     （工事写真を含む）

（４）管理の実施

ア  受注者は、工事着手前に施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。

イ  施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければな

らない。

ウ  受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行し、管理の目的が達せられるように行

わなければならない。

エ  受注者は、測定（試験）等の結果をその都度随時管理図表に記録し、適切な管理の下

に保管し、監督員が記録の提出を求めた場合速やかに提出し、また、検査時には整理を行

ない提出しなければならない。

オ  受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後、明視

できない箇所の施工状況・出来形寸法・品質管理状況・工事中の災害写真等を「工事写真

撮影基準」により撮影して適切な管理の下に保管し、監督員の請求に対し速やかに提出で

きるようにしておくこと。また、検査時には整理を行ない提出しなければならない。

（５）工程管理

  受注者は、工程管理を工事内容に応じネットワーク方式又はバーチャート方式等により作成

した実施工程表により管理するものとする。なお、工程管理については特別に管理基準を定め

ない。

（６）出来形管理

  受注者は、出来形を「出来形管理基準」により管理し、設計値と実測値を対比して記録し

た出来形図又は出来形管理表を作成するものとする。
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（７）品質管理

  受注者は、品質を「品質管理基準」により管理し、品質管理図表等を作成するものとする。

（８）規 格 値

  受注者は、「出来形管理基準」及び「品質管理基準」により、測定した各実測（試験・検査・

計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。

（９）是正処置

ア 工程管理

   受注者は、全体及び重要な工種の工程に遅れを生じたときは、直ちに原因を究明し改善

策を立案して、監督員と協議すること。

イ  出来形及び品質管理

ａ 受注者は、測定（試験）値が設計（規格）値に対し偏向を示したり、バラツキが大きい

場合は、直ちに原因を究明し、改善を図ること。

  ｂ 受注者は、測定（試験）値が規格値を外れた場合には、直ちに原因を究明し、改善策

をたて、監督員に報告の上、その指示を受けること。

（１０）合格判定

   出来形及び品質の合格判定は、出来形管理基準及び品質管理基準に基づき、次により行

  うものとする。

ア  出来形

    測定項目及び測定基準により実測し、その規定値がすべて規格値の範囲内にあるととも

に、その平均値は設計値以上でなければならない。

イ  品 質

    施工後の試験結果は、品質規格を満足しなければならない。

２ 出来形管理基準

（１）出来形管理基準適用の留意点

ア  この出来形管理基準は、検査に必要な最小限の基準である。従って各工事においては原

則として、起点・終点及び各測点（Ｎｏ．）１スパン Ｌ＝５０ｍごとの測点管理を行な

い、その内から各工種の測定基準により出来形管理表等を作成すること。

イ  延長で管理するものの内、施工延長が５０ｍ以下のものについては、１施工単位当た

り２箇所を測定する。

ウ  基準高の表示：次項以降の適用欄に図示した▽印の位置を基準高とすること。

エ  管理位置については、あらかじめ施工計画書に記載すること。

オ  道路復旧等の施工管理は、各道路管理者の定める基準による。

（２）各工種及び測定項目等

   受注者は、出来形管理にあたっては、監督員と設計数量との整合性について協議し、適切

  な管理を行わなければならない。



規格値
測定項目 （ｍｍ）

床掘深 （Ｈ）
-３０ 延長５０ｍごとに１箇所測定

上　幅（W1） （管種･口径･布設断面ごと）
下　幅（W2）

-５０

基　礎　工 　幅  　（ｂ）
（砕石基礎） 設計値以上
（栗石基礎） 　厚さ  （ｔ）

設計値以上

延　長
５００ｍ未満 -１００ 路線ごとに測定

※弁室等の構造物間
（日々測定する）

延　長
５００ｍ以上 -２００

土被り（ｈ） ±３０ 延長５０ｍごとに１箇所測定

　維持管理上、重要なポイントに 　※設計による指定がある場合
　なるので、固定点から３点測定
　し、正確なものを図示する。

オフセット（s） ±５０
　起点・終点・連絡箇所・Ｔ字管・
　曲管（11°1/4以上）・付属施
　設（使用廃止管含む）
　一般部は、延長５０ｍごとに１箇
　所の割合で測定する。

　設計図に明示した伏越し等、特
管中心高 ±３０ 　殊部及び付属施設については、

　全箇所。

延長（ブロック毎） １００ｍ未満 路線ごとに測定
新　設 ±９０ ※弁室等の構造物間
撤　去 １００ｍ以上 （日々測定する）

使用廃止 ±延長/１０００

土被り（ｈ） ±３０ 延長５０ｍごとに１箇所測定

　維持管理上、重要なポイントに 　※設計による指定がある場合
　なるので、固定点から３点測定
　し、正確なものを図示する。

オフセット（s） ±５０
　起点・終点・連絡箇所・Ｔ字管・
　曲管（11°1/4以上）・付属施
　設（使用廃止管含む）
　一般部は、延長５０ｍごとに１箇
　所の割合で測定する。

占用位置
（S１,S２,S･･･） 　設計図に明示した伏越し等、特

　殊部及び付属施設については、
　全箇所。

　※設計による指定がある場合
高さ（H） +50,-0
幅 　(W） +50,-0

長さ等（L1,L2,L･･･） 　実施箇所ごとに測定する。
　　　　　  +50,-0 　既設埋設物等の関係で、標準

　防護が出来ない場合は、監督
　員と協議する。

摘　　要
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規格値
測定項目 （ｍｍ）

実施箇所ごとに測定
深さ（h）

２００±５０

ＧＬからキャップ天端

弁類の芯から
管直角方向

±５０

弁類の芯から
管直角方向 実施箇所ごとに測定

±５０

深さ（h）
２００±５０ ＧＬから天端

基　礎　部
（コンクリート：管軸 幅　　-３０

管直角方向） 厚さ　-２０

弁類の芯から
管軸方向
±５０

管直角方向
±５０

摘　　要

空気弁天端又は

キャップ位置（ａ）

実施箇所ごとに測定

管中心高　▽ ±５０

キャップ位置

～　６　～

実施箇所ごとに測定

仕

切
弁

室

測　定　対　象
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規格値
測定項目 （ｍｍ）

基礎部（底版部）
（コンクリート：管軸 幅 　±３０

管直角方向） 厚さ　-２０

壁　体　部 内外寸法 　　±３０
（コンクリート：管軸 高さ　           ±３０

管直角方向） 壁厚　    -５～+１０

設計図書に示す
数値から

管軸方向　±５０
管直角方向　±５０

シートの円周方向の
重ね長さ

　塗膜の厚さの検査は、電磁式
　微厚計又は他の適当な測定器
　具により測定する。ただし、測
　定する箇所は、円周方向でそ
　れぞれ５００㎜間隔とする。

２方向とも、Ｄ／４
かつ１００㎜以内

幅　   設計値以上
厚さ　設計値以上

　延長２０ｍごとに１箇所の割合
　で測定
　（原則として、測点で測定する）
　施工延長２０ｍ以下のものは、
　２箇所測定する

測　定　対　象
測定基準

幅

Ｄ：杭径

工　種

実施箇所ごとに測定

仕

切

弁
・

バ
タ

フ

ラ
イ

弁
室

（
現
場

打
の

場

合

）

ウ
　

　

各
種

弁
室

築

造
工

管中心高　▽ ±５０

側　塊

摘　　要

厚さ －１０　平均値
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板
　

工
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２００㎡に１箇所の割合で測定 ｔ：厚さ

工場塗装と重ね長さ
ジ

ョ
イ

ン

ト

コ
ー

ト

１００以上
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杭

実施箇所ごとに測定
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±５０

基準高

変位



規格値
測定項目 （ｍｍ）

 断面図 

壁体の鉛直のずれ
（σ）

+３０ 　１ブロック当たり総支間数の
-２５ 　１／２０の割合で測定

　①柱・桁類
　１ブロック当たり、総数の各

断面寸法 　１／１０の割合で測定
①柱・桁及び類似部 規定寸法の２％以内 　②壁類  平面図 
材の断面寸法又は 及び 　１ブロック当たり、総壁枚（面）
壁・床版・頂版及び +１０ 　数の各１／１０の割合で測定

類似部材の厚さ -　５ 　ただし、側壁は１面につき２～３
（ｂ１・ｂ２・ｔ１・ｔ２） 　箇所測定

　③床版・頂版類
　１ブロック当たり３～５箇所測定

　①１ブロックの縦・横方向の各２
②平面長 規定寸法の 　箇所測定

（Ｌ・Ｌ１・Ｂ・Ｂ１） ±１／１０００ 　②１池（区画）の全長の縦・横方
　向の各２箇所を測定

平坦性（α） 　直線定規等を３ｍ区間に当て、
（床版・頂版） ①　±　５ 　測定

①金ゴテ仕上げ ②　±　７ 　施工規模に応じ５０～２００㎡に
②木ゴテ仕上げ 　１地点

センターバルブ外径
の１／４以下

センターバルブ外径
の１／４以下

センターバルブ外径
の１／４以下

止水板幅の
±１０％以内

５ｍごとに１箇所測定

～　８　～

オ

　

　
水

道
施

設

構
造

物
工

事

基準高　▽ ±２５

３

伸
縮

可
撓

波

型

止
　

水
　

板

５ｍごとに１箇所測定取付け間隔（σ）

取付け間隔（σ）

２

伸
縮

可
撓

吸

収
型

取付け間隔（σ） ５ｍごとに１箇所測定

１

エ

キ

ス
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シ

ョ
ン

型

２

仕

上
り

面

１ブロック当たり３～５箇所測定

±３０ １面につき２～３箇所測定

１ブロック当たり３～５箇所測定

測　定　対　象
測定基準

支間寸法

（W1W2,W･･･）

工　種
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摘　　要
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規格値
測定項目 （ｍｍ）

　管断面の０°・９０°・１８０°・
鋼管・ダクタイル 設計離隔に対し 　２７０°の４箇所で測定

鋳鉄管と鉄筋との ±２０ 　（各断面の最小離隔距離を測
離隔 　定）

　１面当たり５箇所測定又は３０㎡
　当たり５箇所測定

敷均し厚さ 　１池当たり８箇所測定し、その
（各ろ材の層厚を 　平均値とする

合計した全ろ層厚） 　(測定は、洗浄後とする）

工　種
測　定　対　象

測定基準 摘　　要
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規格値
測定項目 （ｍｍ）

橋台の天端幅
橋軸方向

橋台の敷幅
橋軸方向

　橋軸方向の断面寸法は、中央
　及び両端部・その他設計図に
　表示のある主要寸法について
　測定

中心線に対するズレ
（σ１）

橋軸方向
中心線に対するズレ

（σ２）
橋軸直角方向

+Ｌ／１０００
-０

ただし最小値+５０㎜
+１０％

-０
ただし最小１㎜

仮組立支間任意の
箇所について、管軸
芯に対し左右±１０

±Ｈ／５００
ただし最小１㎜

桁・トラスの ±Ｂ／５００
中心間距離 ただし最小１㎜

仮組立支間任意の
箇所について、管軸
芯に対し左右±１０

±Ｈ／５００
ただし最大値１０㎜
最小値１㎜

板厚の１０％
ただし、板厚１５㎜
以下については
１．５㎜以下

工　種

全長・支間

製作キャンバー（σ）

管体の通り（直進度）

桁・トラスの高さ

桁・トラスの通り

-３０

橋台の高さ -３０

胸壁の高さ -２０

床版の高さ -２０

±２０基準高

橋台間距離 ±３０

鋼
　

橋

　

（
仮
組

立

時

）

カ
　

　

水
　

管
　

橋

　
工

　
事

摘　　要測定基準
測　定　対　象

±３０

±３０

橋

　

台
　

工

桁・トラスの鉛直度

現場継手の目違い

～　１０　～

橋台の敷長

-２０

橋台の天端長 -３０

-３０



規格値
測定項目 （ｍｍ）

　塗膜厚の測定
　塗膜厚は、測定項目に示すとお
　り、下塗・中塗・上塗の各種ごと
　に測定する。
　合計膜厚は、設計膜厚以上とす
　る。

　１　鋼橋（水管橋本体）
　厚さは、電磁微計厚その他によ
　り管軸方向に対し任意の３箇所
　以上、その各箇所の円周任意の
　４点で測定する。

　２　歩廊等（付属部材）
１０㎡につき１箇所測定

塗装系 塗装工程 目標膜厚　μｍ／回
下塗 亜酸化鉛さび止めペイント 35
下塗 シアナミドさび止めペイント 35

Ｏ－１ 下塗 フェノール　ＭＩＯ 45
中塗 フェノールアルキッド 20

※１ 上塗 フェノールアルキッド 20
下塗 無機ジンクリッチプライマー 15

Ｏ－２ 下塗 塩化ゴム系塗料 40
中塗 塩化ゴム系塗料 30

※２ 上塗 塩化ゴム系塗料 25
下塗 変形エポキシ樹脂塗料 150

Ｌ－１ 下塗 エポキシ樹脂　ＭＩＯ塗料 60
中塗 塩化ゴム系塗料 30

※２ 上塗 塩化ゴム系塗料 25
下塗 変形樹脂塗料 150

Ｌ－２ 下塗 エポキシ樹脂　ＭＩＯ塗料 60
中塗 ポリウレタン樹脂塗料用 30

※２ 上塗 ポリウレタン樹脂塗料 25
下塗 有機ジンクリッチペイント 50
下塗 エポキシ樹脂塗料（ミストコート） ー

Ｌ－３ 下塗 エポキシ樹脂塗料 60
下塗 エポキシ樹脂　ＭＩＯ塗料 60
中塗 ポリウレタン樹脂塗料用 30

※２ 上塗 ポリウレタン樹脂塗料 25
下塗 有機ジンクリッチペイント 75
下塗 エポキシ樹脂塗料（ミストコート） ー

Ｓ－１ 下塗 エポキシ樹脂塗料 60
下塗 エポキシ樹脂　ＭＩＯ塗料 60
中塗 ふっ素樹脂塗料用 30

※２ 上塗 ふっ素樹脂塗料 25

工場

水管橋外面塗装工事　標準膜厚表（参考）

～　１１　～

各層設計膜厚以上各層膜厚

塗

　
膜

　
厚

カ
　

　

水
管

橋
工

事

塗料名

現場

現場

工場

現場

工場

現場

工場

現場

工場

カ
　

　

水
管

橋
工

事

現場

※１　　鋼板に、一次プライマーを塗装する場合は、長ばく形エッチングプライマーとする。

※２　　鋼板に、一次プライマーを塗装する場合は、リッチプライマーとする。
（注記）

工場

測　定　対　象
測定基準

工　種
摘　　要
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３ 品質管理基準

（１）品質管理基準適用の留意点

ア  この品質管理基準は、水道工事に使用する材料の品質と現場での施工に対する試験（測

定）種目とその管理基準を定めたものであり、各工種の試験（測定）基準により品質管理

表及び合格判定表等を作成すること。

イ  区分における必須：各工種の試験種目の中で、施工に際し必ず試験（測定）を実施する

項目とする。

ウ  区分におけるその他：必須に次ぐ試験項目で、必要に応じて特記仕様書または監督員

が指示した場合に試験（測定）を実施する項目とする。

エ  道路復旧等の品質管理基準は、各道路管理者の定める基準による。

（２）各工種及び試験（測定）項目等

   受注者は、品質管理にあたっては、監督員が現地において立会いまたは、確認する工種及

  び試験（測定）項目等について工事着手前に協議すること。



試験方法 試験（測定）基準 品質規格
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１３

日本水道協会 ＪＩＳ　Ｇ　５５２６ 日本水道協会
による検査 内面塗装：モルタルライニング 検査証明証

ＪＷＷＡ　Ａ　１１３
水道用ダクタイル鋳鉄管 ＪＩＳ　Ａ　５３１４ ※内外面塗装は

内面塗装：エポキシ樹脂粉体塗装 設計図書指定
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１２

ＪＩＳ　Ｇ　５５２８
外面塗装：水道用ダクタイル鋳鉄管

合成樹脂塗料
ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９

ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４
水道用ダクタイル鋳鉄管 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７

（異形管） 内面塗装：エポキシ樹脂粉体塗装
　　　　　　　ＪＷＷＡ　Ｇ　１１２

　　　　　　　ＪＩＳ　Ｇ　５５２８
水道用ＧＸ形 ＪＷＷＡ　Ｇ　１２０

ダクタイル鋳鉄管 内外面塗装は水道用ダクタイル鋳鉄管
と同じ

水道用ＧＸ形 ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１
ダクタイル鋳鉄管 内外面塗装は水道用ダクタイル鋳鉄管

（異形管） （異形管）と同じ
ＪＩＳ　Ｇ　５５２６

水道用ダクタイル ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
鋳鉄管用接合部品 ＪＷＷＡ　Ｇ　１１３

ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４
　　　　　　　　　　　　　の付属書

ＪＷＷＡ　Ｇ　１２０
水道用ダクタイル ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

鋳鉄管用接合部品 　　　　　　　　　　　　　の付属書
水道用ダクタイル

鋳鉄管用特殊押輪 設計図書で指定したもの
ＪＩＳ　Ｇ　３４４３

ＪＷＷＡ　Ｇ　１１７
内面塗装液状エポキシ

樹脂塗装方法
水道用塗覆装鋼管 ＪＷＷＡ　Ｋ　１３５

ＪＷＷＡ　Ａ　１０９
水道用鋼管モルタルライニング

外面塗装方法
設計図書で指定したもの

ＪＩＳ　Ｇ　３４５１
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１８

内面塗装液状エポキシ
樹脂塗装方法

水道用塗覆装鋼管 ＪＷＷＡ　Ｋ　１３５
（異形管） ＪＷＷＡ　Ａ　１０９

水道用鋼管モルタルライニング
外面塗装方法

設計図書で指定したもの
ＪＩＳ　Ｇ　３４５９

水道用ステンレス鋼管 ＪＷＷＡ　Ｇ　１１５
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６

水道用硬質塩化 ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６
ビニルライニング鋼管 外面塗装方法

設計図書で指定したもの
水道用ポリエチレン ＪＷＷＡ　Ｋ　１３２

粉体ライニング鋼管 外面塗装方法
設計図書で指定したもの

水道用耐衝撃性 ＪＩＳ　Ｋ　６７４２
硬質塩化ビニル管 ＪＩＳ　Ｋ　６７４３

ＪＷＷＡ　Ｋ　１３０
水道用硬質 ＪＩＳ　Ｋ　６７４２

塩化ビニル管 ＪＩＳ　Ｋ　６７４３
ＪＷＷＡ　Ｋ　１２８

水道用ポリエチレン二層管 ＪＩＳ　Ｋ　６７６２

水道用ポリエチレン管 ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６
金属継手

水道用架橋ポリエチレン管 ＪＩＳ　Ｋ　６７８７

水道配水用ポリエチレン管 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４

水道配水用ポリエチレン管 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５
継手

～　１３　～

工
種

種
別

区
分

試験（測定）方法
管　理　基　準

適　用

ア
　
　
配
管
材
料

鋳
鉄
管
・
鋼
管
・
そ
の
他

必
須



試験方法 試験（測定）基準 品質規格

不断水割Ｔ字管 日本水道協会 設計図書で指定したもの 日本水道協会
による検査 検査証明証

ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１３（準拠） ※内外面塗装は

Ｋ形　フランジ形Ｏリング入り 設計図書指定
外面塗装　水道用ダクタイル鋳鉄管

合成樹脂塗料
ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９

水道用仕切弁
（丸ハンドル付バルブ） 同　上

ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０
Ｋ形　フランジ形Ｏリング入り

外面塗装　水道用ダクタイル鋳鉄管
合成樹脂塗料

ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９
ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０（準拠）

ＳⅡ形　Ｏリング入り
水道用ソフトシール仕切弁 外面塗装　水道用ダクタイル鋳鉄管

合成樹脂塗料
ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９

ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０（準拠）
ＮＳ形　Ｏリング入り

外面塗装　水道用ダクタイル鋳鉄管
合成樹脂塗料

ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９
ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８　立形

外面塗装　ダクタイル鋳鉄管
合成樹脂塗料

ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９
水道用バタフライ弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８（準拠）

立形（副弁内蔵式）
外面塗装　ダクタイル鋳鉄管

合成樹脂塗料
ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９

青銅弁 設計図書で指定したもの

ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３
単口・双口

消火栓 外面塗装　エポキシ樹脂粉体塗装
ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０(付属書）

ＪＩＳ　Ｇ　５５２８
ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７

外面塗装　水道用ダクタイル鋳鉄管
合成樹脂塗料

ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９
ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７

急速
水道用空気弁 外面塗装　水道用ダクタイル鋳鉄管

合成樹脂塗料
ＪＷＷＡ　Ｋ　１３９

水道用補修弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６

消火栓室 設計図書で指定したもの

仕切弁室 設計図書で指定したもの

空気弁室 設計図書で指定したもの

ＪＩＳ　Ａ　５３７２
仕切弁室（大型） プレキャスト鉄筋コンクリート製

（設計図書で指定したもの）

消火栓鉄蓋 設計図書で指定したもの

仕切弁鉄蓋 設計図書で指定したもの

～　１４　～

工
種

種
別

区
分

そ
の
他
・
弁
類
等

必
須

試験（測定）方法
管　理　基　準

適　用

ア
　
　
配
管
材
料

水道用仕切弁

空気弁付消火栓



試験方法 試験（測定）基準 品質規格
水道工事標準仕様書　第２章 様式のチェックシート

継手箇所ごと 管布設工事編 を使用し、提出する。
４．２　ダクタイル鋳鉄管の接合による

トルク　Ｎ・ｍ
（ｋｇｆ・㎜）

７５ 　６０（　６） Ｍ１６
１００～６００ １００（１０） Ｍ２０
７００・８００ １４０（１４） Ｍ２４

９００・１０００ ２００（２０） Ｍ３０

トルク　Ｎ・ｍ
（ｋｇｆ・㎜）

７５ １００（１０） Ｍ１６
１００～３００ １００（１０） Ｍ２０

トルク　Ｎ・ｍ
（ｋｇｆ・㎜）

７５ 　６０（　６） Ｍ１６
１００～６００ １００（１０） Ｍ２０
７００・８００ １４０（１４） Ｍ２４

９００～２６００ ２００（２０） Ｍ３０

２　フランジ継手
（１）大平面座形

トルク　Ｎ・ｍ
（ｋｇｆ・㎜）

７５～２００ 　６０（　６） Ｍ１６
２５０・３００ 　９０（　９） Ｍ２０
３５０・４００ １２０（１２） Ｍ２２
４５０～６００ １８０（１８） Ｍ２４

７００～１２００ ３３０（３３） Ｍ３０
１３５０～１８００ ５００（５０） Ｍ３６

（２）メタルタッチでない溝形フランジの規定隙間寸法（ＧＦ２号）
規定隙間（㎜）

下　限 上　限
　　７５～　９００ ３．５ ４．５
１０００～１５００ ４．５ ６．０
１６００～２４００ ６．０ ８．０

　　　　２６００ ７．５ ９．５

（３）メタルタッチの場合（ＧＦ１号）
フランジ面間に、１㎜厚の隙間ゲージが入ってはならない。

３　特殊押輪

１種管・２種管　１００～１２０Ｎ・ｍ　　３種管　８０～１００Ｎ・ｍを標準とする。

４　伸縮可とう離脱防止継手

塩ビ管 鋼管 ポリエチレン管（１種二層管）
13（１５） 15以上 １５以上

20
25

30（３２）
40 ５０以上
50 ６０以上 ２５以上

２　ＧＸ形継手（Ｐ－Ｌｉｎｋ、Ｇ－Ｌｉｎｋ）

管　径（㎜） ボルトの呼び

管　径（㎜） ボルトの呼び

管　径（㎜） ボルトの呼び

種
別

区
分

試験（測定）方法
管　理　基　準

適　用
工
種

呼び径（㎜）

イ
　
　
配
　
管

管
の
接
合

キャップ標準締め付けトルク　Ｎ・ｍ呼び径
（　）は鋼管

２０以上

３０以上

２０以上

１５以上

２０以上

～　１５　～

必
須

ボルトの締付けトルク

１　ＮＳ形継手

管　径（㎜） ボルトの呼び

３　Ｋ形継手



試験方法 試験（測定）基準 品質規格
水道工事標準仕様書　第２章 様式のチェックシート

標準胴巻付間隔 継手箇所ごと 管布設工事編 を使用し、提出する。
許容曲げ角度 ４．２　ダクタイル鋳鉄管の接合による

ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管　許容曲げ角度及び標準胴付寸法（単位：㎜）

　７５・１００ ４°００′ ４５
１５０～２５０ ４°００′ ６０

３００ ３°００′ ６９
３５０ ３°００′ ７０
４００ ３°００′ ７１
４５０ ３°００′ ７３
５００ ３°２０′ ７５
６００ ２°５０′ ７５
７００ ２°３０′ ７５
８００ ２°１０′ ７５
９００ ２°００′ ７５

１０００ １°５０′ ８０

７５・１００ ４°００′ ４５
１５０～２５０ ４°００′ ６０

３００ ４°００′ ７２

Ｋ形ダクタイル鋳鉄管　許容曲げ角度及び許容胴付間隔（単位：㎜）

管　径（㎜） 許容曲げ角度 許容胴付間隔
７５～２００ ５°００′ ２０

２５０ ４°００′ ２０
３００ ３°２０′ ３２
３５０ ４°５０′ ３２
４００ ４°１０′ ３２
４５０ ３°５０′ ３２
５００ ３°２０′ ３２
６００ ２°５０′ ３２
７００ ２°３０′ ３２
８００ ２°１０′ ３２
９００ ２°００′ ３２

１０００ １°５０′ ３６

イ
　
　
配
　
管

管
の
接
合

必
須

管　径 許容曲げ角度 標準胴付寸法

ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管　許容曲げ角度及び標準胴付寸法（単位：㎜）

管　径 許容曲げ角度 胴付間隔

工
種

種
別

区
分

適　用試験（測定）方法
管　理　基　準

～　１６　～



試験方法 試験（測定）基準 品質規格
水道工事標準仕様書　第２章 様式のチェックシート

標準胴巻付間隔 継手箇所ごと 管布設工事編 を使用し、提出する。
許容曲げ角度 ４．２　ダクタイル鋳鉄管の接合による

塩化ビニル管
無理な曲げ配管は、行わない。

５０ ５．０
７５ ７．０

１００ ９．５
１５０ １３．５
２００ １９．０

曲げ配管

曲げ配管の最小半径

配水用ポリエチレン管　曲げ配管の最小半径（単位：ｍ）

工
種

適　用

最小曲げ半径

～　１７　～

種
別

区
分

試験（測定）方法

イ
　
　
配
　
管

管
の
接
合

必
須

管　径

管　理　基　準



試験方法 試験（測定）基準 品質規格
ＪＩＳ　Ｚ　３１０４ 試験成績及びレント

　 鋼溶接部の放射   試験は、原則水道 ゲン写真を提出する
線透過試験方法及 事業実務必携・Ｘ線
び通過写真の等級 検査歩掛表のとおり 試験箇所は、監督員
分類方法 実施する。 が指示したところとす
　 口径８００㎜以上   上記によらない場 る。

放射線透過試験 は内部線源撮影法 合は、監督員の指示
（レントゲン） 　 口径８００㎜未満 に従うこと。

は二重壁片面撮影
法による。

ＪＩＳ　Ｚ　３１０６
　ステンレス鋼溶接
部の放射線透過試
験方法及び透過写
真の等級分類方法
ＪＩＳ　Ｚ　３０５０ 試験は、次のとおり 試験成績表を提出す
及びＪＩＳ　Ｚ　３０６０ 実施する。 ＷＳＰ－００８ る。

　 鋼溶接部の超音 （試験箇所） 　水道用鋼管現場溶接継手部の非破 探傷試験は、監督員
波探傷試験方法及 １口につき２箇所 壊検査基準を満足しなけばならない。 が指示したところとす
び試験結果の等級 　※１箇所の長さは る。
分類方法 　　 ３０㎝

１.異物の混入 試験成績表を監督員
２.著しい塗りむら に提出する。
３.流れ等が無いこと

塗膜厚検査
液状エポキシ樹脂塗装 電磁式微厚計又は

(内面） 他の測定器具
ホリデーデテクタで測定した塗膜全面

ピンポール及び について火花の発生する欠陥が無い
塗りもれ こと。

塗膜厚（㎜）：　０．５
試験電圧（Ｖ）：　２０００～２５００
１.焼損があってはならない
２.有害な欠損となる両端の大きなめく 試験成績表を監督員
　 れがあってはならない に提出する。
３.現場塗装材の両端から５０㎜以内に
　 ふくれがあってはならない。
　 また、円周方向の重ね長さは、１００
　 ㎜以上とする。
４．工場塗装部との重ね長さは、５０㎜
　 以上とする。
ピンポールの検査は、ホリデーデテク
タ（電圧は、１０,０００～１２,０００Ｖ）用
いて行ない、花火の発生するような欠
陥があってはならない。
加熱後の塗膜装材の厚さは

＋規定せず
１．６㎜とする

－０．１㎜

～　１８　～

工
種

種
別

区
分

試験（測定）方法
管　理　基　準

イ
　
　
配
　
管

管
の
溶
接

必
須

判定は、３類以上とする。

超音波探傷試験

塗装箇所ごと

塗装箇所ごと 塗膜厚さ０．５㎜以上

塗装箇所ごと

被覆箇所ごと外観検査

被覆箇所ごと

適　用

ピンポール試験

被覆箇所ごと膜厚検査

ジョイントコート（外装）

外観検査
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４ 工事写真撮影基準

（１）工事写真撮影基準

ア  適用範囲

この基準は、佐世保市水道局が発注する請負工事の工事写真撮影に適用する。ただし、

この基準に定めのないものについては、監督員が別途指示することとする。

イ  工事写真撮影計画

    撮影計画は、実施工程表作成時点とし監督員と打合せのうえ、工事写真撮影計画を策

   定すること。

ウ  工事写真の分類

    工事写真は、次のとおり分類する。

    

    工 事 写 真     ① 着工前及び完成写真  ② 施工状況写真

                ③ 出来形管理写真    ④ 材料検査写真

                ⑤ 品質管理写真     ⑥ 安全管理写真

                ⑦ その他（補償関連・災害関連等）

①着工前及び完成写真

    着工前と完成後の写真は、起点・終点がわかる全景または代表部分写真（追写真）とし、

   同一位置・方向から対比できるよう撮影すること。ただし、災害復旧工事等は全景を原

   則とするが、撮影区間が長いものについては、つなぎ写真（パノラマ写真）とし、起点・  

   終点・中間点（数点）にポールを立て、位置（測点）の表示をすること。

②施工状況写真

   全景または、代表部分及び主要工種の状況を、工事の段階に合わせて撮影するものと

  する。具体的には、工事進捗状況・工法・使用機械・仮設物写真等がある。

③出来形管理写真

   各工種ごとに幅・高さ・厚さ等の寸法を撮影すること。

④材料検査写真

   設計図書に監督員の検査を受けて使用すべきものと、指定された工事材料検査の実施

  状況及び確認された形状寸法等を撮影すること。

⑤品質管理写真

   施工管理のために行った試験または測定状況及び測定値を撮影すること。

⑥安全管理写真

   完成後、明視できなくなる安全管理状況の確認のため撮影すること。具体的には、各

  種標識類・保安施設・保安要員等、交通整理状況写真がある。

⑦その他（補償関連・災害関連等）

エ  工事写真の撮影基準

   工事写真の撮影は、後述の（４）撮影箇所一覧表及び（５）写真撮影方法（例）に示

  すものを標準とする。ただし、特殊な場合で監督員が指示するものについては、指示した

項目・頻度で撮影すること。また、撮影のあたっては原則として、次の項目を記載した黒

板等を被写体と共に撮影すること。
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オ  黒板等に記載する内容及び注意事項

       ａ 工事名

       ｂ 工 種

       ｃ 位置（測点）

       ｄ 実測寸法

       ｅ 略図（形状）

（２）撮影の要点

ア 形状寸法の確認方法

    構造物については、リボンテープ等を目的物に添え、寸法が正確に確認できる方法で

   撮影すること。この場合、位置が確認できるように丁張りまたは背景を入れ、黒板等には  

   目的物の形状寸法及び位置（測点）等を記入すること。

イ 撮影時期

    施工過程における構造物等については、撮影時期を失しないようにすること。また、

   工事施工後、明視できなくなる箇所は特に留意すること。

ウ 撮影方法

    撮影は一定の方向から行うこと。特に、同一箇所を施工の各段階で撮影する必要がある

   場合は、位置が確認できるように同一背景を画面に入れること。

エ 部分撮影

    ある箇所の一部分を詳細または拡大して撮影する必要がある場合には、その箇所の全景

   を撮影した後、必要な部分の位置が確認できるように撮影すること。

オ 番号及び寸法による表示

    矢板及び杭等の施工状況を撮影する場合は、番号及び寸法を表示し、各段階の施工状

   況が判別できるようにすること。

カ 撮影時の照明

    夜間工事及び基礎工事の撮影については、特に照明に注意し、鮮明な映像が得られるよ

   うにすること。なお、フラッシュ撮影をする場合は、反射光及び現場内の逆光を受けない

   角度で撮影すること。

キ 緊急報告の写真

    事故等で、緊急にその状況を報告する必要がある場合は、インスタント写真を用いるこ

   とができる。

ク 撮影写真（画像）の確認

撮影済みのフィルム・画像等は、すみやかに現像し目的に合った写真が撮れているか

確認すること。

（３）写真の整理

ア 写真の色彩

    写真は、カラーとする。

イ 写真の大きさ

    写真の大きさは、サービスサイズとする。

ウ 写真帳の大きさ

    原則として４切版のフリーアルバムとし、デジタル画像のカラー印刷でも可能とする。
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エ 写真帳の表紙

    記入する事項は、次のとおりとする。

   （記載例）

     写真帳には、表紙に工事名・施工箇所・工期・施工業者名・写真帳番号を記載する。

    また、背表紙には、施工年度・工事名・写真帳番号を記載する。

オ 写真の整理方法

  ａ  着工前及び完成後の写真は、同一位置・方向から対比できるよう整理する。

  ｂ  施工状況・出来形管理写真は、工程ごとに整理し工事過程が容易に把握できるように

    する。

  ｃ  材料検査・品質管理・安全管理等の写真は、それぞれに分類して整理する。

  ｄ  写真の貼付は、その内容または工種ごとに見出しをつける。

カ 写真の整理保管

    撮影した写真は、監督員が随時閲覧できるように、整理し保管する。

キ 写真の説明

    写真だけで状況説明が不十分と思われる場合には、アルバムの余白に断面図・構造図・

   出来形図等を添付すること。

ク 写真帳の提出

    工事完成後に、１部提出する。ただし、監督員の指示があった場合は、その指示による。

ケ 添付の順序

        ａ 着工前及び完成写真

        ｂ 施工状況写真

        ｃ 出来形管理写真

        ｄ 材料検査写真

        ｅ 品質管理写真

        ｆ 安全管理写真

        ｇ その他写真

    施工状況写真・出来形管理写真は、位置・測点ごとに工種・種別・細別に整理する。

（４）撮影箇所一覧表

ア  本撮影箇所一覧表の、撮影項目及び撮影頻度は標準を示したものである。

イ  撮影頻度中の１施工単位については、出来形管理基準に準ずる。また、延長（５０ｍ

   ごと）で管理するもので、施工延長がそれ以下のものは、１施工単位当たり２箇所撮影

   する。

ウ  監督員が行った施工の立会い及び出来形に関する検査の写真等は、それぞれの工種にし

   たがって分類する。また、品質管理に関するものは、一括して整理する。



全景又は代表部分
（追写真）

全景又は代表部分
（追写真）

施工状況
（φ４００㎜以上）

締固め時
施工後

締固め時
施工後
締固め時
施工後

幅・延長・口径・被り・業者名
埋設布設状況

管の吊りおろし
据付け（撤去）作業

被覆状況 弁・消火栓等は場所ごと、施工
ラップ長 状況ごとに１箇所

管布設の位置
（Ｏ．Ｐ離れＤ．Ｐ深さ）

施
工
状
況

弁
室
築
造
工

出
来
形

管
　
　
路

施
工
状
況

出
来
形

管
防
護
工

表函設置 施工状況

幅・高さ・延長

塗装工（内・外面） 施工状況

切断状況

施工中 施工箇所ごと

管切断工

コンクリート工 施工状況 施工中 施工箇所ごと

弁及び室設置・撤去工 据付け（撤去）状況 施工中 施工箇所ごと

コンクリート工 幅・高さ・延長 施工後 施工箇所ごと

砕石基礎 基礎転圧 施工中 施工箇所ごと

コンクリート工 施工状況 施工中 施工箇所ごと

砕石基礎 施工後 施工箇所ごと

管撤去工 撤去管の延長 施工後 １日に１回

砕石基礎 基礎転圧 施工中 施工箇所ごと

施工後 ５０ｍごとに１箇所

管布設工 布設後 施工状況ごと１箇所

ポリエチレンスリーブ防食工 施工中

管明示工 明示テープ表示状況 施工中 施工状況ごとに１箇所

施工中 ５口に１箇所

管布設工・撤去工 施工中 ５０ｍごとに１箇所

土
　
　
工

切断機の判別 施工中 機種変更ごと

施
工
状
況

仮舗装工 厚　　さ 施工後 ５０ｍごとに１箇所

出
来
形

床　付　工 幅・深さ 施工後 ５０ｍごとに１箇所

路　盤　工 幅・厚さ 施工後 ５０ｍごとに１箇所

施工箇所ごと掘削完了後

舗装版切断工 施工後 舗装種別毎に１箇所以上切断深さ

①　施工前及び完成写真

工　　　種 種　　　別 撮影項目 撮影時期

～　２２　～

試　掘　工

撮影頻度

撮影頻度

着工前

完　成

着工前 着工前１回

完成後 完成後１回

②　出来形管理写真

工　　　種 種　　　別 撮影項目 撮影時期

舗装版切断工 切断状況 施工中 ３箇所以上

舗装版取壊工 施工状況 施工中 ５０ｍごとに１箇所

施工中 ５０ｍごとに１箇所

床　付　工 施工中 ５０ｍごとに１箇所

施
工
状
況

埋　戻　工

路　盤　工 施工状況 ５０ｍごとに１箇所

仮舗装工 施工状況 ５０ｍごとに１箇所

管　　底

管　　側

中　　間

上　　層

締固め時
５０ｍごとに１箇所

掘　削　工 施工状況



１スパンに１回又は架設工法
が変わるごとに１回

１施工単位ごと又は５０ｍに１
箇所

電気設備・連絡通信設備
安全設備・運搬設備

排水設備・送排泥設備
泥水処理設備の設置状況

３０ｍに１箇所
３０ｍ未満は２箇所

３０ｍに１箇所
３０ｍ未満は２箇所

発進到達口・厚さ・仕上り内径 施工後 施工箇所ごと

幅・高さ・延長・厚さ・基準高 施工後 施工箇所ごと

外径寸法・ひずみ 設置前 施工箇所ごと

施工状況 施工中

施工状況 施工中

腹起し・切梁の間隔 設置後

舗装との擦り付け状況 施工後 路線ごと

施工状況 施工中 施工箇所ごと

施工状況 施工中 施工箇所ごと

塗装厚 測定後 各層部材ごと１スパンに１回

キャンバー等 架設後 １スパンに１回

矢板長 打込み前 １施工単位に１回

施工状況 施工中 箇所ごと

施工状況 施工中 箇所ごと

材料使用量（塗装缶） 使用前・使用後 全数量

ケレン状況（塗替え） 施工前・施工後 部材ごと１スパンに１回

原　　寸 原寸検査時 １橋に１回又は１工事に１回

仮組立寸法 仮組立検査時 １橋に１回又は１工事に１回

けた架設状況 架設中

基準高・幅・厚さ・高さ・延長 型枠取付後 １基に１回

支承取付状況 取付後 １スパンに１回

地組状況 地組中 適　宜

塗装状況 施工中 適　宜

搬入状況 搬入時 適　宜

施工状況 施工中 適　宜

製作状況 製作中 適　宜

幅・高さ・延長 施工後 施工箇所ごと

幅・高さ・延長 施工後 施工箇所ごと

撮影時期 撮影頻度

砕石基礎 幅・高さ・延長 施工後 施工箇所ごと

工　　　種 種　　　別 撮影項目

コンクリート工

室　設　置

出
来
形

弁
室
築
造
工

下部工躯体

水管橋工場製作

塗　　装

架　　設

施
工
状
況

下部工躯体

水管橋工場製作

塗　　装

架　　設

～　２３　～

出
来
形

水
管
橋
及
び
橋
梁
添
架

矢板工（Ｈ鋼杭横矢板）

覆　　工

仮締切工

防護工

施
工
状
況

矢板工

覆　　工

防護工

出
来
形

仮
設
工

立坑工（支圧壁）

推進設備工

施工中・施工後 施工箇所ごと仮　　設

刃　　口

打込み状況 施工中 適　宜

設置状況 施工中 路線ごと

基準高・変位 打込み後 ５０ｍごとに１箇所

防護間隔 施工後 箇所ごと

施工状況 施工中 施工箇所ごと

掘　　削

裏込注入

施
工
状
況

支圧壁

刃　　口

裏込注入

出
来
形

推
　
進
　
工



シールド機据付け・シールド機
本体等の設置状況

電気設備・連絡通信設備
安全設備・運搬設備

排水設備・送排泥設備
泥水処理設備の設置状況

５０ｍに１箇所
５０ｍ未満は２箇所

５０ｍに１箇所
５０ｍ未満は２箇所

５０ｍに１箇所
５０ｍ未満は２箇所

薬液注入状況
（注入位置・深さ・全景）
観測井設置状況及び
地下水質観測状況

注入位置
深さ（ロッド検尺）

観測井
深さ（ロッド検尺）

打込み・継手作業
支持力試験状況

打込み・継手状況
支持力試験状況

掘削・配筋・コンクリート打設
状況等
掘削・溶接・コンクリート打設
状況等
掘削・ライナープレート設置・
打設状況

全数量

全数量

１施工単位１回

１施工単位１回

施工前杭　長

基準高・位置 施工後

杭頭処理 施工後

数　量 施工後

掘削深 打設前

配　筋 組立後

基準高・位置 打設後

施工箇所ごと

施工前 施工箇所ごと基準高
試験杭

出
来
形

基
礎
杭
工

杭　長 施工前 １施工単位１回

基準高・位置 施工後 １施工単位１回

施工後 １施工単位１回杭の切揃え

数　量 施工後 全数量

木　　杭

全数量

全数量

全数量

適　宜

適　宜

施工中 適　宜

施工中 適　宜施工状況

施
工
状
況

施工中

打込み・杭の切揃え間隔 施工中

施工中

施工中

杭　長 施工前

既製杭

場所打杭

場所打杭

地中壁工

深礎杭

床　　付

厚さ・施工範囲 施工後

施工中

実施箇所ごと改良工

出
来
形

地
盤
改
良
工

試験杭

木　　杭

既製杭

実施箇所ごと

適　宜

適　宜

改良部の床付け状況 施工中 実施箇所ごと
改良工

施
工
状
況

施工後 実施箇所ごと

施工後 実施箇所ごと
薬液注入

施工機械設備状況 施工中 実施箇所ごと

施工中

施工中 実施箇所ごと

薬液注入

薬液注入に準ずる 施工中 実施箇所ごと

支圧壁 幅・高さ・延長・厚さ・基準高 施工後 施工箇所ごと

二次覆工 厚さ・仕上り内径 施工後 施工箇所ごと

施工状況 施工中

一次覆工 組立状況 施工中

二次覆工 施工状況 施工中

実施箇所ごと

工　　　種 種　　　別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度

立坑工（支圧壁） 施工状況 施工中 施工箇所ごと

施
工
状
況

シ
ー

ル
ド
工

シールド設備工 施工中・施工後 施工箇所ごと

仮　　設 施工中・施工後 施工箇所ごと

鏡　　切 施工状況 施工中 施工箇所ごと

～　２４　～

出
来
形

推　　進



仮巻コンクリート
幅・高さ

施工状況
（均し・本体コンクリート）

打込み状況・締固め状況
テストピース採取及び試験

養生状況

防水工 各層ごとの幅・厚さ・延長 施工後 適　宜
出
来
形

断面寸法・鉄筋かぶり 組立後 適　宜

出
来
形

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

（
構
造
物

）

施
工
状
況

防水工 各層ごとの施工状況 施工中 適　宜

鉄筋工 位置・間隔・組立寸法・継手 組立後 適　宜

コンクリート工 基準高・幅・高さ・延長・厚さ 打設後 適　宜

モルタル工 基準高・幅・高さ・延長・厚さ 打設後 適　宜

適　宜

適　宜

施工時コンクリート工

モルタル工 施工状況 施工時 適　宜

施工時 適　宜型枠工 組立状況

施工後 適　宜

施工後 適　宜基準高・幅・高さ

出
来
形

基
礎
工

（
構
造
物

）

鉄筋工 配筋・組立・継手・圧接状況 施工時 施工単位当たり１回

施
工
状
況

施
工
状
況

床　付 基準高 施工後 適　宜

砕石基礎 幅・高さ 施工後 適　宜

床　付 施工状況 施工中

打設前 全数量

１施工単位１回施工前芯材（延長）

基準高・位置 打設後 １施工単位１回

施工中 適　宜

土質等の判別 掘削中 土質等の変化ごとに１回

数　量 打設後 全数量

全数量

施工状況 締固め中 適　宜

鉄　筋 組立後 適　宜

杭外径

撮影項目 撮影時期 撮影頻度

打設後 １施工単位１回杭頭処理場所打杭

出
来
形

基
礎
杭
工 基準高 打設前 １施工単位１回

打設前 １施工単位１回

地中壁工

掘削深 打設前

掘削深

数　量 完了後 １施工単位１回

壁面外径 完了後 １施工単位１回

～　２５　～

砕石基礎

コンクリート基礎

コンクリート基礎

防
水
工

工　　　種 種　　　別

深礎杭

型枠工



管材料検査
（推進用管・さや管）

二次覆工（コンクリートてん充）
材料検査

防食用ポリエチレンスリーブ
被覆工

ダクタイル鋳鉄管接合工
（仮設管・仮管栓含む）

③　材料検査写真

工　　　種 種　　　別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度

各品目に１回

各品目に１回

スランプ試験 試験実施状況 試験実施中 コンクリートの種類ごとに１回

空気量試験 試験実施状況 試験実施中 コンクリートの種類ごとに１回

工　　　種

～　２６　～

④　品質管理写真

種　　　別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度

材料検査
形状寸法

検査実施状況

施工前及び検査時

検査時

到着時・初転圧 トラック３台ごとに１回アスファルト合材

供試体 採取時
全数量

試験実施状況 試験実施中
強度試験

塩化物含有量試験 試験実施状況 試験実施中 コンクリートの種類ごとに１回

基礎工

推進工事

水管橋及び橋梁添架

シールド工事

管布設工

コンクリート

合材温度測定 測定実施状況

浸透探傷試験（カラーチェック）

路床・路盤

超音波探傷試験

高力ボルト締付け 締付け確認状況

管材料検査

一次覆工材の検査（工場）

改良工 材料検査

材料検査

試験後 ５箇所に１回

放射線透過試験（継杭溶接） 試験後 全数量

超音波探傷試験 試験中 全数量

プルーフローリング 実施状況 実施中 各１回

密度試験 試験実施状況 試験実施中 各１回

既製杭

試験中 試験毎に１回

配　筋鉄筋コンクリート

材料試験 試験実施状況 試験実施中 各試験項目ごとに１回

外観試験（圧接） 試験中 １施工単位に１回

供試体（圧接） 作成後 全数量

引張試験（圧接） 試験後 全数量（破断写真）

締付け作業中 主要部材ごとに１回

主要部材ごとに１回試験実施中試験実施状況現場溶接

鋼　橋

水管橋 接合部検査状況 施工後 実施箇所ごと

施工前 搬入ごと

管接合部検査状況 施工後 実施箇所
橋梁添架

推　進 施工前 １路線１回

施工前 １工事に１回

施工前 １スパンに１回
トンネル築造

注入工 材料検査状況 施工前 搬入ロットごと

施工前 実施箇所ごと
地盤改良工事

水圧試験状況 施工後 監督員の指示による

溶接部の検査状況 施工後 継手ごと
配管工

施工前 搬入ロットごと

測定状況 施工中 適　宜
管接合工



検査状況
（膜厚・ピンホール・接着）

（５）　写真撮影方法（例）

代表的な一例であり、工事の種類・規模・施工条件・現場の状況により、請負人がそれぞれ工夫し、目的を達せられるよう撮影する。

～　２７　～

工　　　種 種　　　別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度

塗覆装

⑤　安全管理写真

工　　　種 種　　　別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度

各種標識類の設置状況 設置後 各状況ごとに１回

材料検査（使用塗料） 施工前 全数量・各層ごと

施工後 全数量
管塗装

材料検査（使用塗料） 施工前 全数量・各層ごとその他

環境対策関係

イメージアップ関係

各種保安施設の設置状況 設置後 各状況ごとに１回

交通管理状況 作業中 各状況ごとに１回

安全管理

⑥　その他写真

補償関係

工　　　種 種　　　別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度

災害関係 被災状況及び被災規模 （被災前）被災時・被災後 その都度　（　　）は可能な場合

各施設設置状況 設置後 各種毎１回

各施設設置状況 設置後 各種毎１回

被害又は損害状況 （発生前）発生時・発生後 その都度　（　　）は可能な場合



～　２８　～



～　２９　～



～　３０　～



～　３１　～



～　３２　～
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５ 通水試験

（１）試験の方法

   水道管の水密性と安全性を確認する目的で通水試験を行うとともに、試験的な送水を行っ

  て水道管の機能性を確認することが望ましい。

   「通水試験の方法」

       通 水 試 験      ① 漏水確認  ② 水圧試験

（２）水圧試験

   水圧試験は、水道管が設計水圧（静水圧＋水撃圧）に安全に耐え得ることを確認するため

  のものである。

   「水圧試験の方法」

    ①  試験区間を、制水弁で完全に仕切る。

    ②  水圧試験は、布設した管種・口径により異なるため、現場に適合した試験を行う

      ものとし、監督員と協議し決定する。また、水圧は設計水圧とする。

    ③  管内の空気は、加圧に先立って完全に排除するよう、特に注意する。

   「合否の判定」

     水圧の低下が０．１Ｍｐａを超える場合は、不合格とする。その際は、監督員と協

議のうえ、水圧低下の原因を究明し、再度実施する。

（３）漏水箇所の探知と補修

  １）探 知

     通水試験において、減水量が許容減水量以上の場合はもちろん、許容量以下の場合で

    あっても、漏水箇所の有無を探知しなければならない。

   「探知の方法」

    ①  地表に水が染み出てくるのを、目視により探知する。

    ②  地表に水が出ないような漏水箇所の探知方法として、漏水の疑わしい箇所で管頂

      付近まで掘削し、水の染み出しの有無を調査する。

    ③  音調棒を地中に差し込み、水の噴き出し音を聞く。

    ④  漏水探知器による調査。

  ２）補 修

     通水試験の各試験に示す基準の許容範囲内であっても、集中的な漏水箇所や異常が認

    められた箇所には、適正な止水対策を講じなければならない。

６ 関係書類の提出

   工事施工完了後、速やかに竣工図等関連書類を提出しなければならない。
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